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■
議
第
１
号

問
若
者
の
雇
用
も
ま
ま
な
ら
な
い
中

で
、
再
任
用
の
合
理
性
の
是
非
も
聞

こ
え
て
く
る
。
ど
の
よ
う
な
基
本
的
な
考
え

方
で
こ
の
制
度
を
運
用
し
て
い
く
の
か
。

答
民
間
で
は
、
65
歳
ま
で
の
雇
用
延
長

が
義
務
化
さ
れ
て
い
る
。
本
制
度
に

つ
い
て
は
、
年
金
支
給
開
始
年
齢
ま
で
の
接

続
に
ど
う
対
応
し
て
い
く
か
で
あ
り
、
こ
う

し
た
認
識
の
も
と
に
こ
れ
ま
で
の
制
度
の
現

状
に
合
わ
せ
、
他
の
職
員
と
の
均
衡
も
考
慮

し
つ
つ
整
理
し
、
運
用
さ
せ
て
い
き
た
い
の

が
基
本
的
な
認
識
で
あ
る
。

問
再
任
用
制
度
は
、
組
織
の
指
揮
命
令

系
統
に
支
障
を
来
さ
な
い
の
か
。

答
定
年
を
挟
み
上
司
と
部
下
と
の
逆
転

も
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
再
任
用
制
度
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、

組
織
人
で
あ
る
以
上
大
き
な
問
題
が
生
じ
る

こ
と
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

問
再
任
用
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、

民
間
に
比
べ
て
ど
う
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
か
。

答
民
間
の
雇
用
情
勢
が
厳
し
い
状
況
で

あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
。
市
内

の
複
数
企
業
に
つ
い
て
調
査
し
た
。
再
任
用

職
員
の
給
与
月
額
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た

市
内
企
業
の
現
状
も
十
分
認
識
し
つ
つ
検
討

を
加
え
て
き
た
も
の
で
ご
理
解
を
い
た
だ
き

た
い
。問

再
任
用
す
る
に
当
た
り
、
身
体
機
能

の
低
下
へ
の
対
応
は
ど
う
か
。

答
市
民
の
生
命
、
財
産
に
直
接
影
響
す

る
消
防
職
の
再
任
用
は
、
消
防
司
令

以
下
の
職
員
に
つ
い
て
は
６
年
後
か
ら
の
適

用
と
な
り
、
今
後
具
体
的
な
検
討
を
進
め
て

い
く
。問

再
任
用
職
員
の
増
加
に
よ
る
人
件
費

の
見
込
み
は
ど
う
か
。

答
期
限
付
任
用
職
員
の
期
限
更
新
状
況

等
と
調
整
す
る
こ
と
か
ら
、
基
本
的

に
は
人
件
費
の
増
加
は
生
じ
な
い
。

問
新
規
採
用
職
員
、
再
任
用
職
員
、
期

限
付
任
用
職
員
の
職
種
で
、
ど
の
職

種
が
優
先
さ
れ
る
の
か
。

答
ど
れ
が
優
先
と
い
う
こ
と
は
な
い
が

再
任
用
職
員
は
、
基
本
的
に
は
期
限

付
任
用
職
員
と
同
じ
仕
事
を
や
っ
て
い
た
だ

く
。
再
任
用
の
希
望
の
結
果
と
期
限
付
任
用

職
員
、
新
規
採
用
職
員
な
ど
を
見
た
中
で
調

整
す
る
。

問
再
任
用
職
員
の
採
用
人
数
の
見
込
み

は
ど
う
か
。

　
ま
た
、
新
た
な
給
与
表
の
変
更
に
よ
り
、

給
与
に
差
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
あ
る
の
か
。

答
初
め
て
や
る
こ
と
な
の
で
、
現
段
階

で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
希

望
者
は
多
く
な
る
と
見
込
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、給
与
の
差
は
理
論
的
に
あ
り
得
る
。

■
議
第
２
号

問
配
偶
者
暴
力
防
止
法
に
基
づ
く
支
援

の
た
め
の
改
正
で
あ
る
が
、
入
居
者

情
報
の
漏
え
い
対
策
は
ど
の
よ
う
に
行
う
の

か
。答

こ
れ
ま
で
も
入
居
に
関
す
る
情
報
は

適
正
に
管
理
し
て
き
た
が
、
被
害
者

の
安
全
性
の
確
保
を
最
優
先
す
る
た
め
入
居

者
の
情
報
照
会
に
は
一
切
応
じ
な
い
。

問
市
営
住
宅
は
、
い
ろ
ん
な
人
た
ち
が

入
っ
て
い
る
共
同
で
の
生
活
の
中
で

秘
密
は
守
ら
れ
る
の
か
。
そ
の
配
慮
は
ど
う

か
。
Ｄ
Ｖ
の
相
談
件
数
や
一
時
保
護
の
件
数

は
ど
う
か
。

答
Ｄ
Ｖ
に
は
三
条
市
、
新
潟
県
、
警
察

と
連
携
を
取
り
な
が
ら
入
居
者
の
安

全
確
保
に
努
め
る
。
24
年
度
の
相
談
件
数
は

43
件
、
一
時
保
護
は
２
件
で
あ
っ
た
。

■
議
第
３
号

問
給
付
内
容
が
変
わ
る
こ
と
で
財
政
的

に
ど
う
か
。

　
ま
た
、
対
象
事
業
所
が
増
え
る
こ
と
で
会

員
数
は
ど
の
程
度
増
え
る
の
か
。

答
給
付
額
の
見
直
し
で
35
万
円
程
度
の

支
出
が
抑
制
で
き
る
。

　

１
３
０
人
程
度
の
会
員
増
加
を
見
込
ん
で

い
る
。

■
議
第
５
号
か
ら
議
第
12
号

問
非
公
募
の
施
設
は
指
定
管
理
者
が
継

続
さ
れ
た
が
、
評
価
は
ど
う
だ
っ
た

の
か
。
今
後
、
評
価
が
低
か
っ
た
場
合
は
直

営
に
戻
す
こ
と
も
あ
る
の
か
。

答
非
公
募
の
４
施
設
は
、
評
価
が
一
定

基
準
以
上
で
あ
る
。
今
後
、
総
合
評

価
が
指
定
管
理
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い

場
合
は
公
募
、
直
営
を
考
え
る
。

■
議
第
10
号

問
今
ま
で
備
品
が
使
用
で
き
な
い
な
ど

管
理
運
営
の
苦
情
が
あ
っ
た
が
大
丈

夫
か
。答

施
設
の
備
品
等
の
利
用
に
対
す
る
利

用
者
の
要
望
、
意
見
等
を
反
映
さ
せ

る
た
め
、
市
と
指
定
管
理
者
の
定
期
的
な
打

ち
合
わ
せ
で
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
努
め
る
。

■
議
第
14
号

問
２
回
も
入
札
が
不
調
に
な
っ
て
い

る
。
予
定
価
格
の
抜
本
的
な
見
直
し

に
取
り
組
む
必
要
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

考
え
る
か
。

答
国
土
交
通
省
大
臣
官
房
の
官
庁
営
繕

部
が
監
修
し
て
い
る
公
共
建
築
工
事

積
算
基
準
に
基
づ
き
積
算
し
た
設
計
額
を
基

に
地
域
の
実
勢
等
を
加
味
し
、
予
定
価
格
を

決
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
直
し
に
つ
い
て

は
難
し
い
と
思
っ
て
い
る
。

問
今
後
の
入
札
に
つ
い
て
、
予
定
価
格

の
１
割
以
内
の
場
合
価
格
交
渉
を
行

う
こ
と
に
な
る
が
、
最
低
価
格
の
業
者
が
応

じ
な
い
場
合
や
応
札
者
が
い
な
か
っ
た
場
合

の
対
応
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。

答
価
格
の
折
り
合
い
が
つ
か
な
い
場
合

は
価
格
交
渉
を
打
ち
切
り
、
再
公
告

す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
入
札
に
お
い
て

応
札
者
が
い
な
か
っ
た
場
合
は
、
入
札
参
加

条
件
や
設
計
を
変
更
す
る
と
い
っ
た
措
置
を

講
じ
な
が
ら
再
公
告
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

と
思
う
。

問
８
月
に
電
気
と
機
械
設
備
の
請
負
業

者
が
決
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
の
消
費

税
の
取
り
扱
い
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。

答
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
締
結
し
た
工

事
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
消
費

税
率
５
％
が
適
用
さ
れ
る
。

■
議
第
15
号

問
井
栗
学
校
給
食
共
同
調
理
場
の
備
品

入
れ
替
え
と
の
こ
と
だ
が
、
同
調
理

場
の
建
物
の
老
朽
化
は
問
題
な
い
の
か
。

答
32
年
経
過
し
た
建
物
で
あ
る
が
、
業

務
に
支
障
を
来
す
ほ
ど
の
老
朽
化
に

は
至
っ
て
い
な
い
。
今
後
も
改
修
等
を
行
う

な
ど
、
適
正
に
施
設
管
理
を
行
っ
て
い
く
。

問
児
童
福
祉
費
の
う
ち
、
期
限
付
任
用

職
員
報
酬
が
大
幅
に
減
額
さ
れ
て
い

る
理
由
と
人
数
は
。
ま
た
、
影
響
は
ど
う

か
。答

保
育
所
の
措
置
児
童
数
の
減
に
よ
り

保
育
士
４
人
、
調
理
師
１
人
の
減
。

ま
た
、
児
童
ク
ラ
ブ
の
利
用
者
数
の
減
に
よ

り
、
児
童
ク
ラ
ブ
主
任
指
導
員
３
人
の
減
で

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
運
営
に
影
響
は
な
い
。

■
議
第
19
号

問
大
崎
中
学
校
の
改
築
事
業
を
新
市
建

設
計
画
に
含
め
る
た
め
、
計
画
期
間

を
平
成
29
年
度
ま
で
３
年
間
延
長
す
る
も

の
。
大
崎
中
学
校
改
築
事
業
に
約
49
億
円
を

見
込
み
、
ほ
ぼ
新
市
建
設
計
画
の
事
業
が
決

ま
っ
た
。

　
合
併
前
の
新
市
建
設
計
画
登
載
事
業
は
、

約
30
％
が
新
市
全
体
に
係
る
事
業
、
残
り
の

70
％
を
三
条
地
域
、
栄
地
域
、
下
田
地
域
に

ほ
ぼ
均
等
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
今
回
の
変

更
で
、
新
市
全
体
の
事
業
が
24
％
、
三
条
地

域
50
％
、
栄
地
域
17
％
、
下
田
地
域
９
％

と
、
か
な
り
の
不
均
衡
と
な
っ
た
。
新
市
建

設
計
画
の
「
３
市
町
村
の
速
や
か
な
一
体
化

と
格
差
是
正
を
促
進
し
、
住
民
福
祉
の
向
上

と
新
市
全
体
の
均
衡
あ
る
発
展
を
図
る
」
と

い
う
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
こ
の
結
果
に
つ
い

て
の
認
識
を
伺
う
。

答
新
市
発
足
後
、
各
種
状
況
の
変
化
の

中
、
今
般
の
大
崎
中
学
校
改
築
事
業

も
含
め
、
旧
３
市
町
村
の
均
衡
あ
る
発
展
の

た
め
必
要
な
事
業
を
過
不
足
な
く
見
定
め
推

進
し
て
き
た
。
新
市
建
設
計
画
の
思
い
を
十

分
認
識
し
な
が
ら
着
実
に
進
め
て
き
た
と
評

価
し
て
い
る
。
下
田
地
域
に
お
い
て
も
、
下

田
地
域
活
性
化
に
向
け
た
積
極
的
な
展
開
を

行
っ
て
き
た
と
自
負
を
し
て
い
る
。

？市
政
の

問
い
ま
し
た
を

12
月定

例
会

質
疑
・

  
大
綱
質
疑

耐震診断の結果、移転改築が決まった大崎中学校

質 疑 ・ 大 綱 質 疑   


